
認定こども園整備に係る交付要綱の 1 本化について 
（地方分権改革に係る提案） 

 
提 案 概 要 

  新制度により、認定こども園については、単一の施設として認可基

準などが１本化されたため、施設整備に係る交付要綱についても１本

化してほしい。（※整備主体は設置法人）  

施設認可

基準 

 
1 号認定児 

 
2 号認定児 

 
3 号認定児 

   

施設整備 
補助制度 
【現 行】 

   

 

【提 案】 
 
 

  

 
支障事例 

（１）交付要綱が 1本化されていないことによる法人への不利益 

交付要綱が１本化されていないために交付金の有効活用ができず、内示後に工事内容

の変更や定員の変更があっても交付額に反映できない。 

            （内示額）               （確定額） 

            

 

 

（計：200 万円）             （計：133 万円） 

 

（２）交付対象経費の違いによる法人への不利益 

    厚生労働省と文部科学省で交付要綱が異なる（交付対象経費が異なる）ため、結果的

に法人に対する交付額が減る。 

 

                      

≪保育園部分≫ 
保育所等整備交付金 
（所管：厚労省） 

≪幼稚園部分≫ 
認定こども園 

施設整備交付金 
(所管：文科省) 

＊補助上限額や補助対象経費、内示時期や補正の有無、繰越等の手続き

が異なる。（共有部分は要按分）法人にも不利益が発生している。 

認定こども園整備交付金（仮称）（所管：内閣府） 

（保育所等整備交付金をベースにした制度設計） 

直接 
工事費 
100 万円

給食 
設備費 
100 万円

直接 
工事費 
100 万円

【厚労省】 

交付対象経費 

200 万円 

【文科省】 

交付対象経費 

100 万円 

認定こども園法（所管：内閣府） H27～法的に
一体的施設 

（３歳以上
．．

児） （３歳未満
．．

児）

1 号：30 人 

2 号・3 号 
：30 人 

100 万円 

100 万円 

全体の定員数に

変更がなくても、

交付額が減額 

事
前
協
議
５
月 

児童数

決定 

１２月

33 万円 

100 万円 
× 

文科省 

厚労省 

1 号：10 人

2 号・3 号 
：50 人

設備は 

補助対象外 

効  果 
○ 交付要綱が１本化することで利用し

やすく、法人にも有利となり、幼稚園等

の認定こども園への移行に弾みがつく。

○ 幼稚園等が認定こども園に移行しや

すくなることにより、３歳未満児の受け

皿が増加し待機児童の解消に寄与する。
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